
積丹半島の活構造－原子力規制委員会による不適切な評価
Active tectonics in Shakotan peninsula, Hokkaido, Northern Japan: inappropriate
inspections for nuclear safety by Nuclear Regulation Authority
 
*渡辺 満久1

*Mitsuhisa Watanabe1

 
1.東洋大学社会学部
1.Faculty of Sociology, Toyo University
 
1 はじめに 
 発表者はこれまでに、「福島」以前の杜撰な審査を繰り返さずに原子力関連施設の安全性が確保されることを
願い、原子力施設の再稼働の前提となる新規制基準適合性に係わる審査に対しいくつかの具体的提言を行って
きた（渡辺ほか、2013；渡辺・中田、2014）。ところが、最近の北海道泊原子力発電所の審査における、原子
力規制委員会（以下、規制委員会）の姿勢には大きな疑問を感じている。本報告では、積丹半島の活構造を総
括し、規制委員会による審査の問題点を指摘する。本研究では、平成25～27年度科学研究費補助金（基盤研究
（C）研究代表者：渡辺満久）の一部を使用した。 
2 積丹半島の活構造（渡辺・鈴木、2015；渡辺、2015a；2015b；北電、2013、2014） 
 積丹半島西方断層は神威海脚の西縁から神恵内西方まで約60 km連続し、比高数100 mの凸型斜面（撓曲崖）を
形成している。撓曲崖基部には新しい地すべり地形が多数見られ、最近も斜面が不安定になったことがわか
る。北電による音波探査の結果にも、いくつかの断層構造が確認される。規制委員会は、明瞭な断層構造が確
認できないことを理由に活断層の存在を否定しているようである。しかし、上述したように断層構造は確認さ
れている。そもそも、十分な変動地形学的検証なしに音波探査結果だけで活断層の存在を否定してはならない
ことは、2007年中越沖地震で学習したはずである。 
 積丹半島南西岸では、MIS 5eの海成段丘面が30 m程度の高度にあり、高度の異なるノッチや離水ベンチが存在
しているため、間欠的隆起が繰り返されていることが強く示唆される。一方、北東岸では、海成段丘面は分布
しておらず、離水ベンチもほとんど認められない。このような変動地形学的コントラストは非常に明瞭であ
り、両地域の地形発達が同じであるとは到底考えられない。これらの特徴は、積丹半島西方断層の活動で統一
的に説明できる。規制委員会は、このような地形学的特徴の違いをまったく考慮していない。また、積丹半島
全域が定常的かつ一様に隆起していると結論しているが、本当にそのような地殻変動が継続しているかどうか
の検証はまったく行われていない。 
 規制委員会は、半島南西岸の海成段丘面（MIS 5e）の旧汀線高度はほぼ一定であるとした。しかし実際に
は、その旧汀線高度は一定ではなく、10 km程度の区間で10 m程度の高度差がある。これは、それほど本質的な
問題ではないが、このような事実誤認があることも問題である。また、神恵内付近における旧汀線高度の急変
に関しても、合理的な説明はなされていない。これらの問題に関して、2015年度活断層学会で報告したとこ
ろ、当時の審査担当者から「北電から満足のゆく回答はまだなく、結論はでていない」というコメントが
あった。その内容は、規制委員会の結論とはまったく異なるものであり、審査の進め方などに大きな疑問を感
ずる。 
 MIS 9以降、積丹半島南西岸は等速度で隆起していると考えられ、中新統は南西側へ撓曲している。泊原子力
発電所は、MIS 9に形成された海成段丘面を掘削して建設されており、撓曲する中新統には複数の層面すべり断
層がある。これらの断層が後期更新世に活動していないと断言できる証拠はない。MIS 9以降の一様な隆起運動
を考えれば、今後も動きうる断層として評価すべきである。 
 規制委員会は、南方の岩内平野では中新統～前期更新統の撓曲構造が前期－中期更新統の「岩内層」に覆われ
ており、後期更新世には成長していないとした。しかし、前期－中期更新統の傾斜は、発電所近傍では
12～13度であるのに対し南方の岩内平野では3～4度程度であり、岩内平野では変形の程度が小さい。泊原子力
発電所直下の構造を、離れた地域で検証することはむつかしい。また、岩内平野の「岩内層」は、前期－中期
更新統ではなく、MIS 5eの海成層である可能性が高く、1度程度傾斜している可能性がある。以上を考慮すれ
ば、敷地内の撓曲が活構造であることは否定できず、重要構造物直下にcapable faultが存在する可能性があ
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る。 
3 規制委員会の評価への批判 
 規制委員会は、積丹半島の変動地形学的特徴を誤認し、積丹半島西方断層の上盤の敷地内断層の活動性に関し
ても正しく評価していない。規制委員会は、新規制基準に基づく安全審査を実施しておらず、事業者の調査結
果を鵜呑みにして「総合的におおむね妥当」と判断している。審査ガイドに明記された厳格な審査に違背した
評価であり、「過去の形式的で杜撰な審査は見直し、事業者よりの専門家が関与した非科学的な審査結果は一
掃しなければならない」と批判された、保安院時代のものと同質のものである。すべては、3･11以前に
戻った。 
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